
東 

北 

医 

科 

薬 

科 

大 

学 

二 

松 

会 

会 

則 

   
 
 
 
 
 
 
 

第 

一 

章 
 

総 
 
 
 

則 
 

第 

一 
条 
本
会
は
東
北
医
科
薬
科
大
学
二
松
会
（
以
下
単
に
二
松
会
と
称
す
）
と
称
し
、
事
務
所
を 

 
 
 
 
 

本
大
学
内
に
置
く
。 

第 

二 

条 

本
会
は
常
に
大
学
及
び
社
会
と
の
緊
密
な
る
連
繋
を
保
ち
学
生
の
教
育
に
協
力
し
て
学
生 

 
 

  
 
 

生
活
に
適
切
な
る
事
業
を
行
い
以
て
教
育
の
進
展
に
寄
与
し
其
の
効
果
を
挙
げ
る
こ
と
を 

 
 

  
 
 

目
的
と
す
る
。 

  
              

第 

二 
章 

 

組 
 

 

織 
 

第 

三 

条 

本
会
は
本
学
在
学
生
の
全
保
護
者
（
父
母
又
は
そ
れ
に
代
わ
る
者
）
を
以
て
組
織
す
る
。 

第 

四 

条 

本
会
に
左
の
役
員
を
置
く
。 

 
 
 

  
 

会
長
一
名
、 

副
会
長 

二
名
、 
理
事 

若
干
名
、 

監
事 

三
名
。 

第 

五 

条 

会
長
は
本
会
を
代
表
し
会
務
を
統
理
し
、
又
会
議
を
召
集
し
、
其
の
議
長
と
な
る
。
副
会 

 
 
 

  
 

長
は
会
長
を
補
佐
し
会
長
事
故
あ
る
時
は
其
の
職
務
を
代
理
す
る
。
理
事
は
本
会
の
事
業 

 
 
 
 

  

を
企
画
運
営
し
総
会
附
議
事
項
そ
の
他
重
要
な
る
事
項
を
審
議
執
行
す
る
。
監
事
は
本
会 

 
 

  
 
 

の
会
計
並
び
に
専
務
を
監
査
す
る
。 

第 

六 

条 

役
員
は
総
会
に
於
て
会
員
中
よ
り
選
出
す
る
。
役
員
の
任
期
は
一
ヶ
年
と
し
再
任
を
妨
げ 

 
 
 

  
 

な
い
。 

 
 
 
 

  

但
し
、
任
期
満
了
後
と
雖
も
後
任
者
が
決
ま
る
ま
で
は
其
の
職
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

第 

七 

条 

本
会
に
顧
問
を
お
く
事
が
出
来
る
。
顧
問
は
総
会
に
諮
っ
て
会
長
が
之
を
推
戴
す
る
。 

 
 
 

  
 

顧
問
は
本
会
の
諮
問
に
応
ず
る
も
の
と
す
る
。 

第 

八 

条 

本
会
に
事
務
員
若
干
名
を
置
き
会
長
は
之
を
本
大
学
職
員
中
よ
り
委
嘱
す
る
。 

 
 
 

  
 

事
務
員
は
会
長
の
命
を
受
け
て
各
種
事
務
に
従
事
す
る
。 

第 

九 

条 

本
会
の
会
議
は
総
会
、
臨
時
総
会
並
び
に
役
員
会
と
し
会
長
は
之
を
召
集
し
、
議
決
は 

 
 
 
 
 

出
席
会
員
の
過
半
数
の
同
意
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

第 

十 

条 

総
会
は
定
時
及
び
臨
時
と
し
全
会
員
を
以
て
開
催
す
る
。
定
時
総
会
は
年
一
回
、
臨
時
総 

 
 
 
 

  

会
は
必
要
に
よ
り
随
時
之
を
開
催
す
る
。
総
会
は
左
の
事
項
を
協
議
決
定
す
る
。 

 
 
 
 

  

イ
、
事
業
の
計
画
に
関
す
る
事
項 

ロ
、
会
則
変
更
に
関
す
る
事
項 

ハ
、
予
算
及
び
決 

          

算
に
関
す
る
事
項 

ニ
、
役
員
選
出
に
関
す
る
事
項 

ホ
、
そ
の
他
重
要
な
る
事
項 

第
十
一
条 

役
員
会
は
必
要
に
応
じ
随
時
之
を
開
き
、
左
の
事
項
を
協
議
す
る
。 

 
 
 
 
 

イ
、
総
会
附
議
事
項 

ロ
、
各
種
事
業
の
企
画
運
営
に
関
す
る
事
項 

ハ
、
そ
の
他
必
要 

 
 
 
 
 

な
る
事
項 

  
 
 
 
 
 
 
 

第 

三 

章 
 

会 
 
 

計 
 

第
十
二
条 

本
会
の
会
計
年
度
は
毎
年
四
月
一
月
に
始
ま
り
翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終
る
。 

第
十
三
条 

本
会
の
経
費
は
会
費
及
び
寄
附
金
そ
の
他
の
収
入
を
以
て
之
に
充
て
る
。 

第
十
四
条 

本
会
に
議
事
録
及
び
会
計
薄
並
び
に
会
員
名
簿
を
備
え
置
く
。 

第
十
五
条 

署
名
人
は
決
議
事
項
に
議
長
指
名
に
因
り
議
事
録
に
署
名
す
る
も
の
と
す
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 

附 
 
 
 

則 
  
 
 
 
 

１
．
本
会
則
は
昭
和
三
十
年
度
よ
り
施
行
す
る
。 

 
 
 
 
 

２
．
本
会
則
は
昭
和
四
十
五
年
七
月
十
八
日
一
部
改
正
し
施
行
。 
 
 
 
 
 

３
．
本
会
則
は
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
一
部
改
正
し
施
行
。 

 
 
 
 
 

４
．
本
会
則
は
令
和
七
年
十
月
一
日
一
部
改
正
し
施
行
。 


